












書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関する事1項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動
促進法施行規則第32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

法人名 事 業 年 度特定非営利活動法人ワール ド・ ビジョン・ジャパン 2020年 10月 1日 ～2021年 9月 30日

口¬
レE」

明細

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

会費収入 590,∞0円

寄付金収入 4,008,000,865円

民間助成金等収入 370,160,983円

政府補助金等収入 339,776,187円

国際機関受託金等収入 1,464,765,886 FI]

7,700,Oα〕円委託事業収入

受取利息収入 5,296円

為替換算差益 928,745円

雑収入 6,022,477円

円

円

円

円

円

△
ロ 計 6,197,950,389円

△
ロ 計 円

」ヒ
1日 入 先 金    額

該当なし 円

円

円

円

円

該当なし

そ



2 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取引の 5者

(2)費用の生ずる取引の 5

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引
イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

766,215,211円 委託金、委託物品

365,269,198円 助成金

339,776,187円 補助金

247,219,414円 委託金

170,582,908円 委託金

氏名又は名称 住所又は所在地

賃料、共益費、電気料

60,123,754円 T7放映料等

95,519,637円 Web広告運用費

取引金額

77,4(渇,351円

取 引 内 容 等

47,410,Oα )円 TV放映料等

41,800,000円 Tゾ 放映料等

取引先の氏名等
法人 との

関  係
譲 渡 資 産 の 内 容

議  渡

年 月 日
譲 渡 価 格 そ の他 の 取 引 条 件 等

該当なし 円

円



ロ

ハ

コ巳湧
=Vノ

取 引先 の 氏名 等
法人 との

関  係
貸付 資産 の内容

貸  付

年 月 日
対 価 の 額 そ の他 の 取 引 条 件 等

該当なし 円

円

取 引先 の氏名等

・ど人

の

関

係

法

役務の提供の内

容

役務 の提供

年  月 日
対 価 の 額 その他 の取 引条件 等

2020ノ 10ノ 1¨

2021ノ 9ノ30
660,000円 法律顧問料

2020′ 10ノ 1・

2021′ 9ノ30
660,000円 法律顧問料

2021ノ 1ノ12 5,568円 講師謝礼

2021ノ 8ノ 10 5,5α3円 講師謝礼

2020ノ 10,

12,

2021ノ2,3
22,000円

チラシ、広告等のデサ
゛
イ

ン料

2021メ6 127,000円 翻訳料

2020′ 12ノ 15 5,503円 講師謝礼

2020/10‐

2021ノ3
180,000円 社会保険労務士報酬

2021ノ8 91,3α)円
チラシ、広告、報告書

等のテ
゛
サ
゛
イン料

2020/10‐

2021ノ9
600,000円 産業医報酬



3 寄附者に関する1事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

1,090,000円

554,000円

320,000円

232,000円

円

2020/10ノ 1～2021ノ9ノ30

2020ノ 10ノ 1～2021′9/30

2020/10/1～2021ノ 9ノ30

2020ノ 10ノ 1～2021ノ 9ノ30

4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口 を除く。)、 口 給
与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額]

役員、社員、職員若 しくは寄附者若 しくはこれ らの者の配偶者若 しくは三親等以内の親族又はこれ

らの者 と特殊の関係にある者 (注 1)(以
下「役員等」とい う)に対する報酬又は給与の支給について記

載 してください。

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族

② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しく

は三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

支給の状況 (口 を除く。)

氏 名 職 名
法人との関係

(注 2)
報酬

区

給与の
支 給 期 間 等 支 給 金 額

分

給与
""

10月 1日～ 8,741,750円
2021年 9月 ∞ 日

給与 2020年 10月 1日～

2021年 9月 30日

イ る

2 1 し

ロ び 当 る

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

33人 100,404,388円

集 計 期 間 20204■  10月   1日 2021年  9月  30日







法人名 特定非営利活動法人ワール ド・ ビジョン・ジャパン

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び根簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

チェッタ欄

○

イ

(注 1)

0主2)

各欄D爛 ム 第3表付表1『役員の状況」から転配してくださしヽ

③及凛動こつして :よ 4瑯庶以下第2位を切嚇餃:た数値を記載してくださしヽ

項  目

区  分

役員数

①

③ ""年
10月 1日 ～

"21年
9月 ∞ 日 14人

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人

① 年 月 日～ 年 月 日
人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人

① 年 月 日～ 年 月 日
人

申 目 時
人

θ 人 θ %

人 %

人 %

人 %

人 %

人 %

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

②÷③

② ③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④÷③

④ ⑤

4人 28. iyo

人 %

人 %

人 %

人 %

%人

人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

上記を証する書類の名称とその内容等

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第 7号 (法第 44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) 圃 到

嵯重1中D
・ 認定基準等チェック表 (第 3:DI:ム 法第関条第1項に基づく書類 (役員報闘腕程等提出書類)の提出時においても配載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつて:よ 法第

“

彙第1項に基づく書類

添付を省略することができます。

に配載した1事項について



ハ

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている いいえ

は い

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の設 び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

:まい

いいえ

はい

いいえ

項
日
【 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申1講時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有。① 有。無 有・無 有。無 有。無 有・無 有・無

項
日
【 ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申訪畢寺

第3表 (りむD

健菫中ロ

認定の有効醐間の更新の申請に当たつてlム 法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程尊提出書類)に記載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

エ

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各相 区分欄の 口①～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。
「上記を証する書類の名称とその内容等」相には、例え

ば、「定款 (又は会貝:D第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」相には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

)\aail 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、口①」から 口①りについては、イに講 る各期

間 (5③」から 口①り)を示したもので九

① f会計について公日会計上又国監奎

法人の強童綱 ナでいる」の」四上
に堅⊇L塑菫詮里』目曜量理奎

生堕≦二艶ェ
② i帳椰書颯の饉付け、取|め口燎及

dttmttα霧餞青色申告法人lJ摯

して行っ‐0ヽる」の塑 Ш」
=Ю

L
■超墜述塾、饉望壼饉2』國腱
盤笙漫■2廻L堕饉L工

`埜|ヽ

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます|。

なお、「③」から「①」については、イに記載する各期

間 (輌④」から「①」)を示したものです。

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認t定を受けることはできませ・ん。



書式第8号 (法第44条。51条・58条関係)

役 員 の 状 況

小西 孝蔵 理事

第 3表付表 1

Charles

Badenoch

理事

2019年 5月 13 日

就任

2020イ手i12月 31 日

退任

法人名
特定非営利活動法人

ワール ド・ビジョン・ジャパン
④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 14人 人 人 人 人 人 人

′ 人 人 人 人 人 人 人

4人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時
就任 。退任

年月日

安西 念

安藤理恵子

理事

理事

○

○

2019年 10月 1日

就任

2019年 10月 1日

就任

2020`年110月 1 日

就任

2018年 10月 1日

就任

飯島 延浩 理事

理事

○

内平 (湊)晶

子
○

片山 信彦 理事
○

2020年 4月 1日 就

任

木内真理子 理事

○

2020年 4月 1日就

任

○

2014年 10月 1日

就任

○

2021年 1月 1日就

任

○

社 明輸 理 事



富岡 徹郎 2020年 10月 1日

就任

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

理事

2017年 5月 22 日

就任

2019年 10月 1日

就任

2019年 10月 1日

就任

2016年 10月 1日

就任

2020年 10月 1日

就任

樋口 紀子 理事
○

三木 晴雄 理事
○

峯野 龍弘 理事
○

中島 秀一 監事
ヽ
ノ

ｒ
ヽ

村上 宣道 監事

○

○



特定非営利活動法人ワール ド・ ビジョン・ ジャパン

理事長 小 西 孝 蔵 殿

2021年 11月 16日

公認会計士

監査意見

私は、特定非営利活動法人ワール ド・ ビジョン。ジャパンの 2020年 10月 1日 から2021年 9

月 30日 までの第 22期事業年度 (2021年度)の貸借対照表、損益計算書 (公益法人会計基準に

基づく「正味財産増減計算書」をいう。)、 キャッシュ・フロー計算書及び財務諸表に対する注記、

附属明細書並びに財産日録 (以下「財務諸表等」という。)について監査を行った。

私は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準

に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益 (正味財産増減)及びキャッシュ・フロー

の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における私の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、

我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としての

その他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を

入手したと判断している。

財務諸表等に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して

財務諸表等を作成 し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示

のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運

用することが含まれる。

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続組織の前提に基づき財務諸表等を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の

基準に基づいて継続組織に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が

ある.

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することに

ある。

財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施 した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の

立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合

理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される.

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通

じて、職業的専門家 としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示 リスクを識別 し、評価する。また、重要な虚偽表示 リス

クに対応 した監査手続を立案 し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。



さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査

に関連する内部統制を検討する。
0 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によつて行われた会計

上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 理事者が継続組織を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入

手した監査証拠に基づき、継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関

して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続組織の前提に関する重要な不確実

性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又

は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除

外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続組織として存続できなく

なる可能性がある。

・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会

計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構

成及び内容、並びに財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを

評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の

事項について報告を行う。

利害関係

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

ヽ

¬ ‐‐
―



法人名 特定非増禾:歴置法人ワールド・ビジョン・ジャパン

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の粛給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 0%以上であ

ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70 るヽこと

□

項
目
目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申罰卵寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動
有。① 有 ・ 無 有・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動
有。① 有 。無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 。無 有・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

有。① 有・ 無 有 。無 有・ 無 有 ・ 無 有・ 無 有 ・ 無

項
口
日 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 曰瓢ヨ

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有。① 有・無 有・無 有。無 有。無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有。① 有。無 有・無 有・無 有。無 有。無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有。① 有。無 有・無

有・無

有・無 有・無 有。無 有。無

営利を目的とした事業を行 う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有・① 有。無 有・無 有。無 有・無 有・無

書式第10号・(法第44条・51条・58条躍議系)

認定基準等チェック表  (第 4表) 日 コ

α菫事の

・ 嗜膿義申薔チェック壼

“

4■)」 は、法35彙第1■に薔づく書颯 (■彙●■颯日●腱出書口)の担出時|こおいても日●

及び澤付する●晏ポあります。その囁會.:コ睫■澤時チエツク壺

"4=00助
いユ

`二

)の日●■●日鋼整口

“

らりま

せん。

・ 口定の有効嘲日の■

“

0中日に当たつては、ま諄5彙麻1項に薔づく●目 (■員輌

…

に目●した事啜につい

て、

“

めて口疇する●■はありません.



書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェック表第5表は、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添

付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人ワール ド・ビジョン・ジャパン

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定す

居所に係る記載の部分を除いたもの)

る事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

―定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※口覧に関する細則 (社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付してくださしヽ

同  意

⌒

Q:グ しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人

以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者 との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら

の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法

人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況

a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)

b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し



壱巨場事14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非営利活動法人ワール ド・ビジョン・ジャパン

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

∝菫申D
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類Dの提出時に当たって:よ 認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、記載する1必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の日nQ四日まありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等拠出書類):こ配載した事項について、改めて配載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定す

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェッタ欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無有 ・ 無 有 0無

④ ⑮ ◎ ① ◎ ①

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力¢)利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7:口|は、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬競濯簿提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

有 ・ 無有 ・ 無 有 ・ 無 有 」コE 有 ・ 無有 ・ ① 有 ・ 無

④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄



書
=場

第15号 (法第44条・51条・58条段郭系)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン

罰金刑に処せられ、
二 暴力団の構成員等

その執行が終わった
0主 2)

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取

た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 調鯉日以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しく したことにより、若しくは刑法204条等田〕若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税着しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

2認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又はヨ国語謳日の内容力端 に延朧:している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (田

定ュ_饉」□E□堕壺』□」国璧里壁望≧重菫LttE□ g2亘逝2壺E菫薗Eヨ」LL』】醒ヨ囲□聾L量窒重L二重1立盆量』」」L』1]囲Ш囲□L」l塾⊆≧」L上」望L[

::」:量1墨i壼!道」型I盤型:豊:邑型1壺[型堕1重量豊l二重:ヨ:主豊:量:堕重』I盤出:堅12:L:饉望:」!□i建:璽塑ヨ:型:盪]臼[菫」里墜墨:建」:L堕菫立).

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認定特症り樺昴|1歴働法人が認定を取り消された場合又は特顔爬定特定非営澤|… 端潮認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当該特例認1定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有。①

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有・①

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有。①

暴力団の構成員等の有無 有・ 6D

はしくいいえ，

“ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

ttt,\6'i定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はい

(亜
下電〕

耐
目
ヨ

日
Ｅ

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、

(注 1)その他の事穫ワ

"ミ

ある場合は、その他の事務所所:在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

Errr /f,Ｐ
Ｏ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

´
０

イ 暴力団 はい

ロ は い


